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段
階
的
に
規
構
一襲
！件
を
引
下
げ
か

パ
ー
ト
……．６

一縦
鶴
鵬
一撫
詔
議
論
開
始

社会保険労務士 光 木 事 務 所

パ
ー
ト
に
対
す
る
社
会
保
険

（健
保

・

厚
年
）
の
適
用
拡
大
で
す
が
、

い
よ
い
よ

法
改
正
に
向
け
た
議
論
が
始
ま
り
ま
す
。

企
業
規
模
５
０
１
人
以
上
の
大
企
業
に

つ
い
て
は
、

既
に
平
成
２８
年
１０
月
か
ら
、

加
入
要
件
が
週
の
労
働
時
間
２０
時
間
以
上

そ
の
他
に
拡
大
さ
れ
て
い
ま
す
。

次
の
タ
ー

ゲ
ッ
ト
は
、

中
小
以
下
の
企
業
で
す
。

遡
る
と
、

適
用
拡
大

の
話
は
西
暦

２
０
０
０
年
代
に
入

っ
た
頃
に
始
ま
り
ま

し
た
。

平
成
１３
年

（２
０
０
４
年
）
に
は
、

厚
労
省
の

「一尾
用
と
年
金
に
関
す
る
研
究

会
」
が
報
告
書
を
ま
と
め
て
い
ま
す
。

そ

の
後
、

「
ね
じ
れ
国
会
」
な
ど
政
治
の
問

題
も
あ
り
、

紆
余
曲
折
を
重
ね
ま
し
た
が
、

「
年
金
機
能
強
化
法
」
の
成
立
に
よ
り
、

大
企
業
で
の
実
施
が
決
ま
り
ま
し
た
。

当
然
な
が
ら
、

「そ
の
後
、

中
小

・
零

細
企
業
を
ど
う
す
る
か
」
と
い
う
問
題
が

生
じ
ま
す
。

改
正
法
の
附
則
で
は
、

「
平

成
３‐
年

（令
和
元
年
）
９
月
３０
日
ま
で
に

検
討
を
加
え
、

そ
の
結
果
に
基
づ
き
、

必

要
な
措
置
を
講
じ
る
」
と
定
め
ら
れ
て
い

ま
し
た
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、

拡
大
は
い
わ
ば

既
定
路
線
で
す
。

法
改
正
論
議
が
本
格
化
す
る
直
前
の
９

月
、

厚
労
省
設
置
の
検
討
会

（働
き
方
の

多
様
化
を
踏
ま
え
た
社
会
保
険
の
対
応
に

関
す
る
懇
談
会
）
が
報
告
を
発
表
し
ま
す

（本
稿
執
筆
時
点
で
は
、

議
論
の
整
理
の

段
階
）。

検
討
会
の
名
称
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、

論
点
は

「企
業
規
模
要
件
の
引
き
下
げ
」

「加
入
条
件
の
さ
ら
な
る
緩
和
」
「第
３
号

被
保
険
者
の
取
扱
い
」
「
複
数
就
労
者

ヘ

の
適
用
一
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
ま
す
③

し
か
し
、

焦
点
が

「規
模
要
件
」
に
あ

る
の
は
明
白
で
す
。

財
政
面
だ
け
み
て
も
、

厚
生
年
金
の
保
険
料
率
は
年
々
引
き
上
げ

ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、

平
成
２９
年
で
頭
打

ち
で
す
。

収
入
増
に
は
、

被
保
険
者
の
拡

大
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。

一
方
、

中
小

・
零
細
企
業
で
は
、

社
会

保
険
料
の
負
担
増
は
企
業
経
営
に
直
接
的

な
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
、

そ
の
緩
和
策
が

求
め
ら
れ
ま
す
。

段
階
的
な
引
下
げ
が
穏
当
な
と
こ
ろ
で

し
ょ
う
が
、
ど
の
よ
う
な
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

案
が
提
出
さ
れ
る
か
、

今
後
の
議
論
か
ら

目
を
離
せ
ま
せ
ん
。



正規社員との格差

一鋼
窮
整
鶴
雛
恐

目

目

目

囲

パ
ー
ト
・
有
期
雇
用
労
働
法
で
は
、

均
衡

・
均
等
処
遇
の
原
則
を
定
め
て
い

ま
す
。
こ
の
つ
ち
均
衡
処
遇

（第
８
条
）

に
つ
い
て
は
、

「不
合
理
な
待
遇
の
禁
止
」

と
い
う
文
言
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。

第
８
条
に
関
し
て
は

「同
条
の
効
果

に
よ
り
、

非
正
規
社
員
の
待
遇
が
正
社

員
と
同

一
に
な
る
も
の
で
は
な
い
が
、

不
合
理
が
あ
れ
ば
、

権
利
侵
害

（不
法

行
為
）
と
し
て
損
害
賠
償
が
認
め
ら
れ

得
る
」
と
い
う
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
ま

す

（平
３．
．
１
．
３０
雇
均
０
１
３
０
第

１
号
）。

事
業
主
と
し
て
は
、

ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

（平
３０

．
厚
労
省
告
示
第
４
３
０
号
）

等
に
則
り
不
合
理
の
是
正
を
進
め
る
必

同

一
労
働
同

一
賃
金
の
達
成
に
向
け
、

　

一

事
業
主
は
不
合
理
の
是
正
を
図
る
必
要
が
　
一

あ
り
ま
す
が
、

実
際
問
題
と
し
て
、

正
社
　
一

員
と
比
べ
、

ど
の
程
度
の
差
が
あ
る
の
で
　
一

し
ょ
う
か
。

厚
労
省
の
賃
金
構
造
基
本
統
　
一

計
調
査
に
よ
る
と
、

男
性
の
・
正
社
員
の
　
一

賃
金
ピ
ー
ク
が
４４
万
円
な
の
に
対
し
、

非
　
一

正
規
は
２６
万
円
と
い
う
水
準
に
と
ど
ま
っ
　
一

て
い
ま
す
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

要
が
あ
り
ま
す
。
ど
の
程
度
の
修
正
が

必
要
か
は
、

判
例
等
も
踏
ま
え
な
が
ら

慎
重
に
判
断
し
て
い
く
ほ
か
あ
り
ま
せ

な
の
に
対
し
、

そ
れ
以
外
は
２０
万

０
４
０
０
円
と
い
う
水
準
で
す
。

正
社

員

・
正
職
員
を
１
０
０
と
す
る
と
、

そ

れ
以
外
は
６４
・
６
と
な
り
ま
す
。

こ
れ
を
大
き
い
と
み
る
か
否
か
は
意

見
が
割
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

し
か
し
、

性
別

。
年
齢
別
の
集
計
を
み

る
と
、

格
差
は
さ
ら
に
広
が
り
ま
す
。

男
性
・
正
社
員
等
の
場
△
民
賃
金
カ
ー

ブ
の
ピ
ー
ク
は
５０
～
５４
歳
層
の
４３
万

９
９
０
０
円
で
す

（下
図
）。　
一
方
、

男
性

。
そ
れ
以
外
の
ピ
ー
ク
は
６０
～
６４

歳
層
の
２５
万
８
８
０
０
円
で
す
。

・
緋

ヽ
″
ミ
！〃ヽ
″
″ヽ
ふ
″

姦が、
現
実
問
題
と
し
て、
ど
の程
度

め格
差
が存
在
す
る
の
でし
ょう
か。

す厚
生
労
働
省
の
平
成
３０
年
賃
金
構
造

統
計
調
査
に
よ
り
、

具
体
的
な
数

し
て
み
ま
し
ょ
う
。

定
内
賃
金
を
み
る
と
、

員

・
正
職
員
が
３２
万
３
９
０
０
円

正社員・正職員

4399

正社員・正職員以外

2588 正社員・工職員以外

1926

工社員・正職員

300.3

)

□

行

００

４００

３００

２００

１００

ピ
ー
ク
で
６
割
強
の
水
準

難
し
い

「合
理
性
」

図 雇 用形態、性、年齢階級別賃金 (平成30年)

正
社
員
ピ
ー
ク
を
１
０
０
と
す
る
と
、

そ
れ
以
外
は
５８
・
８
と
い
う
水
準
で
す
。

職
務
の
内
容
や
人
材
活
用
の
仕
組
み
が

異
な
る
と
は
い
え
、

賃
金
差
に
合
理
性

が
あ
る
の
か
否
か
、

経
営
者
と
し
て
も

再
考
が
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
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